
第四期長野市障害福祉計画

概 要

1資料１ 別紙

概 要

長野市

総論 第１章 計画策定にあたって

１ 計画策定の趣旨 [計画書３ページ ]
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� 「長野市障害者基本計画」に基づく障害福祉施策の推進

� 「障害者総合支援法」に基づき、国が定める基本指針に即して障害福祉

サービス等の提供体制の確保や業務の円滑な実施

� 平成27年度から平成29年度までのサービス、事業の計画的かつ安定的な

２ 計画の背景 [計画書４～７ページ ]
国は、平成21年度から制度改革の集中期間として、障害者施策全般にわたる制度改革を進めた。

法法法法 律律律律 概概概概 要要要要

障害者総合支援法の制定

障害者自立支援法が改正され、平成25年４月に施行された。法の目的に「基
本的人権を享受する個人としての尊厳」の明記され、基本理念が創設された。

平成24年10月に施行された。国や地方公共団体になどに虐待防止等のため

� 平成27年度から平成29年度までのサービス、事業の計画的かつ安定的な
提供に向け、サービス提供体制の一層の充実を図る

障害者虐待防止法の制定

平成24年10月に施行された。国や地方公共団体になどに虐待防止等のため
の責務及び通報義務などが課された。

優先調達推進法の制定

平成25年４月に施行された。国や地方公共団体になどに障害者就労施設等
からの物品等の調達を推進する義務が課された。

障害者差別解消法の制定

平成28年４月に全体施行となる。障害を理由とする差別を解消するための措
置の具体化や差別を解消するための支援に関する措置が明示された。

障害者雇用促進法の改正

平成28年４月に施行となる。雇用の分野における差別の禁止及び障害者が
職場で働くに当っての合理的配慮の提供義務などが定められた。
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３ 計画の策定体制 [計画書８ページ ]

①現行計画の進捗状況の反映

第三期計画の期間内におけるサービスの利用実態と地域生活支援事業の実施状況を勘案し、

本計画期間のサービス・事業の見込み量を検討

②障害者の意向の反映②障害者の意向の反映

障害者アンケートの実施

③関係機関との協議

関係者アンケートの実施 長野市障害ふくしネットとの協議

④長野市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の協議

４ 障害者の状況 [計画書９～１６ページ ]

（１）市の人口の動き 人口の減少と高齢化が進んでいる。

平成12年 平成17年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

総人口 387,911 386,572 381,511 380,768 379,867 378,882 377,626

年少人口（０〜14歳） 59,035 56,369 53,588 53,130 52,610 51,814 51,006

生産年齢人口（15〜64歳） 253,393 244,991 231,802 230,960 227,977 224,798 221,494

老年人口（65歳以上） 75,440 85,189 94,675 95,232 97,834 100,824 103,680
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（２）障害のある人

平成25年度末現在、身体、知的、精神の障害者手帳保持者数は、合計で22,953人
平成21年度末から1,619人（7.6％）の増加

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

身体障害者手帳交付状況 16,635 17,167 17,029 17,297 17,139身体障害者手帳交付状況 16,635 17,167 17,029 17,297 17,139

（構成比） 78.0% 77.0% 75.7% 75.2% 74.7%

療育手帳交付状況 2,808 2,898 2,972 3,057 3,151

（構成比） 13.2% 13.0% 13.2% 13.3% 13.7%

精神障害者保健福祉手帳交付状況 1,891 2,240 2,491 2,661 2,663

（構成比） 8.9% 10.0% 11.1% 11.6% 11.6%

合計 21,334 22,305 22,492 23,015 22,953

（３）身体障害者

平成25年度末現在、身体障害者手帳所持者数17,139人
平成21年度末からは504人（3.0％）の増加
等級でみると、１級、３級、４級の人数が多いものの、人数の増加に関しては横ばい傾向

部位別でみると、下肢障害と内部障害の人数が多く、やや増加傾向にある。
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（４）知的障害者

・平成25年度末現在、療育手帳（知的障害者）保持者数は3,151人
・平成21年度末からは、343人（12.2％）の増加
・状態でみると、Ａ１、Ｂ１、Ｂ２が、それぞれ約３割となっている。

（５）精神障害者（５）精神障害者

・平成25年度末現在、精神障害者保健福祉手帳所持者数は2,663人
・平成21年度末からは、772人（40.8％）、1.4倍に増加
・状態でみると、１級と２級がそれぞれ４割半ばとなっている。

・精神障害者保健福祉手帳所持者を含めた自立支援医療による通院者数は、平成25年度末
現在、6,003人であり、精神障害者保健福祉手帳所持者数の約2.3倍となっている。

（６）その他の障害

①障害者総合支援法の対象疾病（難病）

・障害者総合支援法における難病の範囲については、当初、国は当面の措置として130疾病を
対象としたが、平成27年1月に151疾病に拡大した。
・難病の範囲については、今後の指定難病の検討等を踏まえ更に見直しが実施される予定

②発達障害

・発達障害者支援法では、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害

（ＰＤＤ）、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、その他これに類する脳

機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定義している。

・本市における発達障害児又は疑いのある児の人数は、増加していると見られている。
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総論 第２章 計画の概要

１ 基本理念 [計画書１７ページ ]
障害者総合支援法の基本理念を踏まえ次の点に配慮して本計画を策定

①障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援

②本市における障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施②本市における障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施

③入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題

に対応したサービス提供体制の整備

２ 計画の目的と特色 [計画書１８ページ ]
目的･･･障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスと地域生活支援事業の円滑な実施の方策等

を設定し、計画的に施策を実施するよう策定

特色･･･サービスの提供体制の確保に係る目標等の追加、計画の定期的な実行状況の検証と見直し

３ 計画の位置づけ [計画書１９ページ ]３ 計画の位置づけ [計画書１９ページ ]
障害者総合支援法第88条に定める「市町村障害福祉計画」

４ 計画の期間 [計画書１９ページ ]
平成27年度から29年度までの３年間

平成平成平成平成24242424年度年度年度年度 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 平成平成平成平成28282828年度年度年度年度 平成平成平成平成29292929年度年度年度年度

第三期障害福祉計画 第四期障害福祉計画
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５ 平成２９年度の目標 [計画書２０～２３ページ ]
国の基本指針に基づき、目標を設定

分類分類分類分類 項目項目項目項目 目標目標目標目標 備考備考備考備考

目標１

施設入所者の

①地域生活への移行者数

（平成29年度末時点）
39人
（12.3％）

平成25年度末の施設入所者数（317人）の12％
以上がグループホーム等に移行

地域生活への

移行

②施設入所者の削減数

（平成29年度末時点）
13人
（4.1％）

平成25年度末時点の施設入所者数（317人）か
ら４％以上削減

目標２

地域生活支援

拠点等の整備

地域生活支援拠点等

（平成29年度末時点） １箇所 平成30年3月31日時点までに整備

①福祉施設から一般就労

への移行者数

（平成29年度1年間）

104人
（2.0倍）

平成24年度の一般就労移行人数（52人）の２倍
以上

目標３

福祉施設から

一般就労への

移行等

（平成29年度1年間） （2.0倍）

②就労移行支援事業の

利用者数

（平成29年度1年間）

250人
（60.3％）

平成25年度で利用した人数（156人）の６割以上
の増加

③就労支援事業所の就労

移行率

（平成29年度末時点）

12箇所
（50.0％）

平成29年度末で利用者の３割以上が一般就労
へ移行する事業所が全体（24箇所）の５割以上

8
６ 障害児支援（新） [計画書２８～２９ページ ]

障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を提供する体制

を整備

①児童発達支援センターを中核とした地域支援体制の整備

②子育て支援に係る施策との連携

③教育との連携

④特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備

７ 権利擁護（新） [計画書３０ページ ]
（１）障害者の虐待防止

（平成24年10月 障害者虐待防止法の施行）

障害者虐待防止連携協議会を設置し、関係機関が連携し、虐待への対応と権利・利益を擁護でき

るよう取り組む。るよう取り組む。

（２）障害を理由とする差別解消

（平成25年６月 障害者差別解消法の制定）

・障害を理由とする差別を解消する措置の具体化

・差別を解消するための支援措置を講じる。
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８ 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進（新） [計画書３１ページ ]
（平成25年４月 優先調達推進法の施行）

・障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針の策定

・調達の推進の取組み

９ サービスの円滑な提供 [計画書３２～３３ページ ]

（１）長野市障害ふくしネット（協議会）との連携

（２）県と連携した基盤整備

（３）制度改正への対応

（４）サービス・事業内容の一層の周知

（５）質の高い事業運営

（６）市独自の障害者支援策の研究

10 計画の達成状況の評価及び改善（新） [計画書３４ページ ]

・成果目標及び活動指標の実績に基づく分析

・計画の改善

10
各論 第１章 障害福祉サービスの充実

１ 訪問系サービス [計画書４１～４２ページ ]
誰でも、住み慣れた地域社会や家庭で安心して暮らすことができるよう、制度改正に適切に対応し

ながら、障害者等の在宅支援を図るサービスを提供します。

第三期計画期間 第四期計画期間

種類【事業所数】 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度種類【事業所数】 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

居宅介護【49→50】

[ホームヘルプ]

居宅における入浴、排せつ、食

事などの介護

時間／月 8,828 9,172 9,200 9,386 9,572 9,758

人／月 437 457 460 472 484 496

重度訪問介護

【48→49】

自宅での介護、外出時の移動支

援

時間／月 605 747 747 747 747 747

人／月 6 6 6 6 6 6

同行援護【19→19】

時間／月 575 643 737 818 858 878

重度の視覚障害者などに外出時

に同行、外出先の援護

人／月 49 56 62 69 72 73

行動援護【8→8】

知的・精神障害者に危険回避の

ための援護、外出時の介護

時間／月 1,218 1,320 1,320 1,371 1,422 1,473

人／月 51 55 55 57 59 61

・【事業所数】…市内事業所数【26年度末→29年度末 見込数】

・「時間／月」…月当たりの平均サービス提供時間 ・「人／月」…月当たりの平均利用人数
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２ 日中活動系サービス [計画書４３～４９ページ ]
生活支援、自立訓練、就労支援などのサービスを提供します。

第三期計画期間 第四期計画期間

種類【事業所数】 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(1)生活介護 【32→35】 人日分／月 12.889 13,110 13,431 13,702 13,973 14,244

日中に障害者支援施設などで行う入浴・

排せつ・食事の介護、創作的・生産活動

の機会の提供
人／月 686 703 710 722 734 746

(2)自立訓練

自立(機能)訓練【1→1】

身体障害者を対象に、身体的リハビ

リテーション、コミュニケーション・家

事などの訓練、相談支援

人日分／月 354 334 400 400 400 400

人／月 22 22 22 22 22 22

自立(生活)訓練【6→6】 人日分／月 1,340 1,074 537 550 550 550

・【事業所数】…市内事業所数【26年度末→29年度末 見込数】 次ページに続く

・「人日分／月」…「月当たりの平均利用人数」×「１人１月当たりの平均利用日数」

・「人／月」…月当たりの平均利用人数

自立(生活)訓練【6→6】

知的・精神障害者を対象に、食事・

家事などの支援、相談支援

人日分／月 1,340 1,074 537 550 550 550

人／月 91 75 36 40 40 40
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第三期計画期間 第四期計画期間

種類【事業所数】 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(3)就労移行支援

【21→24】

生産活動などの機会を通じた就労

に必要な知識・能力の向上のための

訓練、就労後の職場定着支援

人日分／月 2,954 2,657 2,213 2,905 3,613 4,322

人／月 170 156 128 168 209 250

(4)就労継続支援

就労継続支援就労継続支援

[Ａ型] 【5→5】

雇用契約に基づく生産活動など

の機会を通じた就労に必要な知

識・能力の向上のための訓練、一

般就労に向けた支援

人日分／月 1,496 1,569 1,571 1,609 1,647 1,685

人／月 79 84 82 84 86 88

就労継続支援

[Ｂ型] 【40→43】

一般企業等で雇用されることが困

難な人に、働く場や生産活動の

機会を提供

知識・能力の高まった方に対し、

就労に向けた支援

人日分／月 9,874 11,204 12,274 13,249 13,739 13,993

人／月 610 678 726 784 813 828

(5)短期入所

[ｼｮｰﾄｽﾃｲ] 【19→22】

人日分／月 847 993 999 1,075 1,151 1,227

・【事業所数】…市内事業所数【26年度末→29年度末 見込数】 ・「人／月」…月当たりの平均利用人数

・「人日分／月」…「月当たりの平均利用人数」×「１人１月当たりの平均利用日数」

[ｼｮｰﾄｽﾃｲ] 【19→22】

介護を行う人が病気の場合などに、

障害者支援施設などへ短期の入所、

入浴・排せつ・食事の介護

人日分／月 847 993 999 1,075 1,151 1,227

人／月 145 155 163 172 181 190

(6)療養介護 【－】

病院などでの、機能訓練、療養上の

管理、看護、介護、日常生活上の援

助

人／月 76 81 82 85 85 85
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３ 居住系サービス [計画書５０～５１ページ ]
地域での生活基盤である居住の場となるサービスを提供します。

第三期計画期間 第四期計画期間

種類【事業所数】 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

(1)共同生活援助

[ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ]【100→108】

・【事業所数】…市内事業所数【26年度末→29年度末 見込数】 ・「人／月」…月当たりの平均利用人数

[ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ]【100→108】

共同生活を営むべき住居において行

われる、相談・入浴・排せつ・食事の

介護、その他の援助

人／月 427 434 435 446 457 468

(2)施設入所支援【6→6】

夜間に介護が必要・通所が困難な人

に対する夜間における入浴・排せつ

等の介護、日常生活上の相談支援

人／月 327 317 313 310 307 304
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４ 相談支援 [計画書５５ページ ]

第三期計画期間 第四期計画期間

種類【事業所数】 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画相談支援【30→32】

障害福祉サービス等支給決定を行う

際のサービス利用計画の作成、一定

人／月 132 262 313 403 448 471

際のサービス利用計画の作成、一定

期間後のサービスの利用状況の検証、

計画の見直し

地域移行支援【16→32】

施設入所している障害者や入院して

いる精神障害者等を対象に、住居の

確保、地域生活に移行するための相

談支援

人／月 5 5 5 7 7 7

地域定着支援【16→32】

施設等からの退所退院や家族同居か

ら一人暮らしに移行した人、地域生活

が不安定な人等を対象に、常時の連

絡体制の確保、緊急事態等に対する

人／月 1 8 8 11 14 17

・【事業所数】…市内事業所数【26年度末→29年度末 見込数】 ・「人／月」…月当たりの平均利用人数

絡体制の確保、緊急事態等に対する

相談・訪問・緊急対応等の支援
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５ 障害児支援 [計画書５６～５７ページ ]

第三期計画期間 第四期計画期間

種類【事業所数】 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

児童発達支援【7→10】

未就学障害児の日常生活の基本的

動作の指導、知識・技能の付与、集団

生活への適応訓練、その他必要な支

援

人日分／月 989 1,244 1,344 1,508 1,690 1,872

人／月 74 98 102 116 130 144

放課後等デイサービス

【11→17】

就学の障害児に放課後・長期休暇中

の生活能力向上の訓練等の継続的提

供、放課後等の居場所づくり

人日分／月 1,105 1,058 1,534 1,714 1,924 2,164

人／月 164 165 220 250 280 310

保育所等訪問支援【2→4】

児童指導員・保育士が、保育所などを

訪問し、障害児や保育所のスタッフに

障害児が集団生活に適応するための

支援

人日分／月 2 6 9 13 16 19

人／月 2 6 7 9 11 13

医療型児童発達支援【→】

障害児の日常生活の基本的動作指

人日分／月 175 194 194 208 208 208

・【事業所数】…市内事業所数【26年度末→29年度末 見込数】 ・「人／月」…月当たりの平均利用人数

・「人日分／月」…「月当たりの平均利用人数」×「１人１月当たりの平均利用日数」

障害児の日常生活の基本的動作指

導、知識・技能の付与、集団生活への

適応訓練、その他必要な支援及び治

療

人／月 14 15 15 16 16 16

障害児相談支援【12→14】

障害児通所支援を利用する前に障害

児支援利用計画を作成、通所支援開

始後のモニタリング等の支援

人／月 5 28 48 70 81 87
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６ その他のサービス [計画書５８ページ ]

第三期計画期間 第四期計画期間

種類 単位 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

補装具費給付

[18歳以上]

身体機能を補う義肢や装具、車椅子

等の購入・修理にかかる費用の給付

件／年 638 635 636

申請に対して給付

・「人日分／月」…「月当たりの平均利用人数」×「１人１月当たりの平均利用日数」

・「件／年」…年間のサービス提供件数

等の購入・修理にかかる費用の給付

同

[18歳未満]

件／年 213 180 196

自立支援医療費給付

身体に障害のある児童の健全育成

や生活能力獲得のための医療費、身

体障害者の自立・社会参加・更生の

ための医療費及び通院の精神の医

療費について一部を給付

人／年 5,201 6,003 6,500

申請に対して給付

申請に対して給付
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各論 第２章 地域生活支援事業の充実

１ 必須事業 [計画書５９～７２ページ ]
第三期計画期間 第四期計画期間

種類 単位

平成24

年度

平成25

年度

平成26

年度

平成27

年度

平成28

年度

平成29

年度

(1)自発的活動支援事業

実施の
自立した日常生活及び社会生活を営むことができ

るよう、障害者等・家族・地域住民等が自発的に行

う活動に対して支援

実施の

有無

実施 実施 実施 実施 実施 実施

(2)相談支援事業

①相談支援事業

障害者などからの相談に応じ、必要な情報

提供、他の障害福祉サービスの利用支援、

虐待防止・早期発見のための連絡調整、そ

の他権利擁護のために必要な援助

箇所 8 9 10 11 11 11

②相談支援機能強化事業

困難ケース等への対応、相談支援事業者に

対する専門的な指導・助言

市内の相談支援体制の整備状況、障害者・

保護者等のニーズを考慮した相談支援事業

実施の

有無

実施 実施 実施 実施 実施 実施

・「人／年」…年間の利用人数 ・「実施」…国の基本指針に基づく指標として実施の有無を見込むもの 次ページに続く

保護者等のニーズを考慮した相談支援事業

実施計画の作成

(3)成年後見制度利用支援事業

[市長申立件数]

制度利用が有効と認められる知的障害者・精神障

害者に成年後見制度の利用促進

制度の申し立てに要する登録手数料・鑑定費用・

後見人報酬の全部または一部を助成

人／年 1 3 3 5 5 5
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第三期計画期間 第四期計画期間

種類 単位

平成24

年度

平成25

年度

平成26

年度

平成27

年度

平成28

年度

平成29

年度

(4)意思疎通支援事業

聴覚、言語・音声機能の障害のため意思疎通を図

ることに支障がある人に、手話通訳者等を派遣

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業

件／年 828 822 836 850 850 870

手話通訳者設置事業 人／年 33 33 34 35 35 40

(5)日常生活用具給付等事業

重度の身体障害者に自立生活支援用具等の日

常生活用具を給付

介護・訓練支援用具 件／年 17 20 22 23 25 27

自立生活支援用具 件／年 79 74 79 83 87 92

在宅療養等支援用具 件／年 91 82 84 86 91 96

情報・意志疎通支援用具 件／年 83 56 58 59 62 65

・「件／年」…年間のサービス提供件数 次ページに続く

排せつ管理支援用具 件／年 5,345 5,866 6,042 6,217 6,590 6,985

居宅生活動作補助用具

[住宅改修費]

件／年 10 8 9 9 10 10
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第三期計画期間 第四期計画期間

種類 単位

平成24

年度

平成25

年度

平成26

年度

平成27

年度

平成28

年度

平成29

年度

(6)手話奉仕員養成研修事業

聴覚障害者等との交流活動の推進、日常会話程

度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成

養成講習

修了者数

－ 40 40 40 40 40

人／年 475 545 548 551 556 562

(7)移動支援事業

屋外での移動が困難な人の外出・余暇活動等の

社会参加のための移動の支援

人／年 475 545 548 551 556 562

時間／年 33,721 34,417 34,589 34,761 35,108 35,459

(8)地域活動支援センター

通所により創作的活動や生産活動の機会を提供、

社会との交流の促進等を行い、障害のある人の地

域生活支援を促進

Ⅰ型 [相談支援事業]

箇所 5 4 4 4 4 4

人 115 100 100 100 100 100

Ⅱ型 [社会適応訓練等]

箇所 1 3 3 3 3 3

人 15 45 45 45 45 45

・「人／年」…年間の利用人数 次ページに続く

・「時間／年」…年間のサービス提供時間 ・「人」…定員数

人 15 45 45 45 45 45

Ⅲ型 [障害者援護]

箇所 9 10 10 10 10 10

人 101 113 113 113 115 115
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事 業 名 実施状況及び今後の事業展開

(9)障害者の

虐待防止事業

実施状況

今後の

事業展開

・障害福祉課に「長野市障害者虐待防止センター」を設置、虐待事案対応

・平成25年10月に、障害者虐待防止業務の一部を「障害者虐待防止サポートセン

ター」に委託、相談窓口拡大

・平成26年５月に、「長野市障害者虐待防止連携協議会」を設立、関係機関等と連

携して虐待事案を検証する体制を整備

・困難事案に関して、司法等の専門家を交えた事例検討会議を開催

・市民及び障害者、事業者等に対する理解のための啓発活動及び研修事業を推進

(10)障害を理由と

する差別解消

の取り組み

実施状況

今後の

事業展開

・平成25年６月「障害者差別解消法」が制定

・行政機関等が講ずべき基本的事項として、障害を理由とする不当な差別的取扱い

及び合理的配慮の考え方、相談窓口の明確化、職員研修・啓発の機会の確保など

について対応要領作成の努力義務を規定

・今後、国の基本方針に沿い、本市の職員対応要領を作成、平成28年4月法律施行

に向け、市民、関係各者に対する周知を実施

・保健福祉部障害福祉課に相談窓口を設置予定

・差別を解消するための措置及び差別を解消するための支援措置などについて、県

などの動向を見ながら、障害者差別解消支援地域協議会の設置及び条例等必要な

仕組みづくりを研究

・広く市民及び民間の事業者に対する啓発の推進

・平成26年１月、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方

(11)障害者就労

施設等からの

物品等の調達

の推進

実施状況

今後の

事業展開

・平成26年１月、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方

針」を策定

・平成26年8月、障害者就労施設等を対象とした入札参加資格の説明会を実施

・平成26年9月、職員を対象とした物品等調達の推進の研修会を実施

・優先調達に必要となる事柄について、今後の「障害者就労施設等からの物品等の

調達の推進を図るための方針」に盛り込んで推進

・長野市障害ふくしネットと連携して、物品等に関する情報を整理して優先 調達

に関する環境整備に努め、入札参加資格の取得を推進して障害者就労施設等から

の物品供給体制を確保



21
２ 任意事業 [計画書７３～７５ページ ]

第三期計画期間 第四期計画期間

種類【事業所数】 単位

平成24

年度

平成25

年度

平成26

年度

平成27

年度

平成28

年度

平成29

年度

(1)訪問入浴サービス事業【5→5】

居宅を訪問し、入浴サービスを提供

身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る

人／年 19 16 18 20 23 25

身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る

(2)在宅障害者タイムケア事業

【39→42】

食事、排せつ等必要な支援を行い、障害者の地

域での自立生活を推進

人／年 435 452 474 497 521 547

(3)障害児自立サポート事業

【39→39】

障害児の生活介護
人／年 352 402 405 400 400 400

障害児の生活介護

障害児の自主性、社会性及び創造性の向上を支

援

人／年 352 402 405 400 400 400

・【事業所数】…市内事業所数【26年度末→29年度末 見込数】

・「人／年」…年間の利用人数

各論 第３章 PDCAサイクルによる継続的な見直し

１ ＰＤＣＡサイクルのプロセス [計画書７６ページ ]

今後の事業展開
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■障害福祉計画策定に当たっての基本的考え方及び達成すべき目標、サービス提供体制

に関する見込量の見込み方の提示   

基本指針   

・年１回実績を把握

・障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら分析

・必要があると認めるときは、計画の変更や事業の

見直し

・計画の変更や事業の見直し等の際には、長野市社

会福祉審議会障害者福祉専門分科会や長野市障害

ふくしネットの意見を聴く

・結果を公表

・サービス提供体制の整備及びサービスの質の向上

   

■「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定す

るとともに、障害福祉サービスの見込量の設定やその

他確保方策等を定める。   

計画（Plan）   

■計画の内容を踏まえ、事業を

実施する。   

実行（Do）   

評価（CCCChhhheeeecccckkkk）   

■中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認

めるときは、障害福祉計画の変更や事業の見

直し等を実施する。   

改善（AAAAcccctttt）   

・サービス提供体制の整備及びサービスの質の向上

に努める ■成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に１回その実

績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、障害

福祉計画の中間評価として分析・評価を行う。   

■中間評価の際には、協議会等の意見を聴くとともに、その結果に

ついて公表することが望ましい。   

■活動指標については、より高い頻度で実績を把握し、達成状況等

の分析・評価を行うことが望ましい。   


